
土木工事標準積算基準等の一部改正に伴う特例措置について

平成２６年３月３１日

福島県入札監理課

土木工事標準積算基準（平成２５年１０月１日）、土地改良事業等請負工

事積算基準（平成２５年７月１日）及び森林整備保全事業標準歩掛（平成２

５年７月１日）（以下「旧積算基準」という。）の一部改正に伴い、工種区

分「道路維持工事」及び「河川維持工事」の間接工事比率の率式対象額下限

値の見直し並びに東日本大震災の被災地で適用する土木工事標準積算基準工

種３工種の掘削積込、土の敷均し・締固めまでの作業の日当り作業量の補正

の見直し（以下「新積算基準」という。）による積算方法が適用されること

となりました。これに伴い、下記のとおり特例措置を定めます。

なお、土地改良事業等請負工事積算基準及び森林整備保全事業標準歩掛に

ついては農林技術課、土木工事標準積算基準については技術管理課にお問い

合わせください。

記

１ 措置の内容

２に定める工事の受注者は、福島県工事請負契約約款第５１条の規定

に基づき、旧積算基準による積算に基づく契約を、新積算基準による積

算に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求するこ

とができます。

２ 適用対象工事

平成２６年４月１日以降に入札を行う工事のうち、旧積算基準を適用

して予定価格を積算しているものであって、新積算基準による積算で予

定価格に変更が生じるものが対象工事となります。

なお、ここでいう入札とは、郵便入札の場合は「郵便局差出期限日」、

電子入札の場合は「入札書等の提出の日」、随意契約の場合は「見積書

の提出日時」で判断します。

適用対象工事にあっては、発注者が受注者に対して、本特例措置に基

づいた対応が可能であることを契約時点で説明することとします。

３ 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の式により算出します。

変更後の請負代金額＝Ｐ新 ×ｋ

この式において、Ｐ新及びｋは、それぞれ次の額等を表します。

Ｐ新：新積算基準により積算された予定価格

ｋ ：当初契約の落札率

４ 協議の請求期限

この特例措置に基づく請負代金額変更の受注者からの協議の請求期限

については、原則として当初契約の日から６０日以内となります。

ただし、当該案件が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第2条の規定に基づく議決を要する場合、議会の議決を

得て本契約として成立した日から６０日以内となります。


